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中国広東省工商行政管理局は７月７日、『来料加工廠（以下、｢工場｣と表記）等の法人転換を全力で支援するこ

とに関する指導意見』の通知（粤工商企字〔2009〕317 号）を公布しました。この通知では、「工場」の法人転換

に関する手続簡素化や、従来規定の緩和等を規定しており、特に法人転換後の中国国内販売に関して、従来の通

知より改善が加えられています。主な内容は以下の通りです。 

 

No 項目 主な内容 

１ 転換可能な法人形態多様化 

「工場」は、外商投資企業(独資・合弁・合作)の他、中国側出資者が経営を継承す

る場合は中国内資企業に転換でき、転換後の法人形態に対する優遇措置を享受する

ことができる。委託加工業務は経営範囲の変更を併せて行うことにより継続が可能。 

2 営業許可証の法人転換前発行 

認可当局は申請企業に対し法人営業許可証（法人資格を証するのみで経営活動は不

可：１年間有効）を発行し、法人転換関連手続を先行して行えるようにする。正式

な法人営業許可証を取得後、経営範囲の変更申請を行う。 

3 営業を中断せずに法人転換 
現存する「工場」と同住所にて法人登記を行うことができるが、登記後 1 年以内に

法人転換手続（関連許認可文書の変更、委託加工の取消等）を完了させる。 

4 転換前「工場」と同一商号の使用 
法人転換後も「工場」の名称を変更せずに継続使用できる。社名には従来の名称に

“有限公司”または“(股)有限公司”の文字を追加することができる。 

5 
転換時の出資払込に関する制限

緩和及び費用低減 

出資金払込期間の制限に関し、分割払込を許容の上、初回払込期限を撤廃し、2 年以

内に全額払い込めばよいこととする。また、現金と現金以外の出資比率制限を撤廃

する。更に企業の法人転換登記に関連する費用を低減する。 

6 転換手続の簡略化 

法人転換登記の際、施設に増改築がない場合、転換前の消防・環境保護等の各種許

可証を継続して使用でき、住所変更もない場合には、所在地を証明する資料の提出

も免除する。認可当局は手続受付専用窓口を用意する。 

7 法人転換に対する行政指導強化 

各工商行政管理局は、「工場」に対し、法人転換に関連する政策への理解を深め転換

を積極推進する。対象の多い深セン、東莞、恵州等では「法人転換行政指導手帳」

を作成し、法人転換への対応を強化する。 

8 
国内流通市場への監督、管理の強

化及び国内流通チャネルの確保 

法律遵守への監督を強化し、特に大規模小売業者が優越的地位を濫用し仕入先に対

するリベート支払いの強制や指定商品の購買強制等を行うことを違法行為として厳

格に処罰する。公正な競争ができるよう転換法人の国内流通チャネルを確保する。 

9 「工場」の調査・分析強化 

対象の多い深セン、東莞、恵州等の市工商行政管理局は、「工場」に対する調査・分 

析機能を強化し、動向の現状把握に努める。重大な変化が生じた場合、上級主管部

門に報告する。 

10 政府各部門の協調による全面的

支援 

各地方政府・法人転換認可部門・工商行政管理部門は、対外経済貿易・公安・財政・

税関等の関連機関と協調を図り、円滑な法人化へ向けたサポートを確実に行う。 

 


